
島根県警察本部・○○警察署

島根県道路交通法施行細則第15条第11号
「携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、

又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車

を運転しないこと」

罰則：５万円以下の罰金

画像を

注視！

通話！

操作も

ダメ！


